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区議会控室 ３３１２－２１１１（内）２３１９

お困りごと・ご相談は、お気軽に上記連絡先まで、お電話ください

感染拡大防止、子ども・中小業者への支援を

副
区
長
に
申
し
入
れ
書
を

手
渡
し
懇
談

杉並区内の新型コロナウイルス感染者数

杉並区は、３月27日から区内感染者数の公表を始め
ました。（区ホームページで毎日更新。年齢・性別や
区内の発生エリア等の情報は一律に公表しない）

（４月１日の区ホームページより）

新型
コロナ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
が
広
が
り
、
日
常

生
活
に
も
大
き
な
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
杉
並
区
議
団
は
、
３
月
25
日
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
を
強
化
す

る
よ
う
、
杉
並
区
長
と
教
育
長
に
要
請
し
ま
し
た
。

要
請
文
書
で
は
、
中
小
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

の
人
か
ら
の
悲
痛
な
声
を
紹
介
し
、
感
染
拡
大
の

防
止
と
医
療
対
応
、
子
ど
も
と
教
育
、
事
業
所
・

働
く
人
へ
の
支
援
な
ど
、
17
項
目
を
求
め
ま
し
た
。

応
対
し
た
副
区
長
は
、
申
し
入
れ
の
内
容
を
検

討
し
、
対
応
し
た
い
と
答
え
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
寄
せ
ら
れ
た
声
を
行
政
に
届
け
、

改
善
を
働
き
か
け
て
い
き
ま
す
。
（
申
し
入
れ
全

文
は
、
党
区
議
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

４月１日以降の区立施設等の休業について

●地域区民センター、区民集会所、区民会館

休業 （使用料の還付手続き、利用者登録等は

窓口で対応）

●区民事務所会議室 ４月１２日まで休業

●ゆうゆう館、高齢者活動支援センター

５月１０日まで休業

●屋内スポーツ施設（体育館・プール）休業

（利用者登録等は、窓口で対応）

●屋外スポーツ施設（運動場・永福体育館ビー

チコート・妙正寺体育館テニスコート）

感染症予防策を講じた上で貸切利用可

ただし、更衣室・シャワー室の利用は不可

●図書館 ４月１日から予約貸出・返却、利用

登録等の一部サービス（閲覧席等の利用を除

く）を再開

※その他の施設や新型コロナに関する情報は、

区ホームページをご覧下さい。変更になる場合

もありますので、こまめなチェックをお願いし

ます。



政
府
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
症
に
関
す
る
緊
急
対
策
第
２

弾
」
で
、
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
（
疑
い
も
含
む
）
し
た
被
用
者

（
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
）
に
、
傷
病

手
当
金
を
支
給
す
る
市
町
村
等
に
対

し
、
支
給
額
全
額
を
国
が
支
援
す
る

こ
と
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
杉
並
区
は
、
国
保

の
被
用
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
、

休
業
し
た
場
合
に
傷
病
手
当
金
を
支

給
す
る
た
め
の
条
例
改
正
議
案
を
区

議
会
に
提
出
。
３
月
26
日
の
保
健
福

祉
委
員
会
で
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
は
、
「
支
給
対
象
は
、

被
用
者
に
限
定
さ
れ
、
自
営
業
者
や

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
対
象
に
な
ら
な
い

な
ど
不
十
分
だ
が
、
重
要
な
取
組
で

あ
り
、
今
後
対
象
者
の
拡
大
を
求
め

る
」
と
意
見
を
述
べ
賛
成
。
本
会
議

で
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

国保加入の被用者に傷病手当金が支給されます

【対象者】杉並区国民健康保険の被保険者で、新型コロ

ナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があ

り感染が疑われた場合に、療養のため労務に服すること

ができない者（給与等の支払いを受けている者に限る）

【支給期間】労務に服することができなくなった日から

起算して3日を経過した日から労務に服することができ

ない期間

【支給額】（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計

額を就労日数で除した金額）× 2/3 × 日数（支給対象

となる日数）

（注）給与等の全部又は一部を受けることができる場合

は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。

【適用期間】令和2年1月1日から9月30日の間で療養

のため労務に服することができない期間（ただし、入院

が継続する場合等は最長1年6月まで）

（注）支給を受けるためには申請が必要です。申請を希

望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

保健福祉部国保年金課国保給付係

電話：03-5307-0328（直通）

国
の
通
知
を
受
け
、
杉
並
区
が
条
例
改
正

新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方へ

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々
に向けた緊急小口資金の特例貸付を、３月２５日から実施しています。

貸付額 ２０万円以内（一括交付）

■貸付金交付 申請から交付まで１週間程度

■据置期間 １年以内

■返済期間 ２年以内（２４回以内）

■連帯保証人 不要

■利子 無利子

■対象 新型コロナウィルスの影響を受け、休

業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的

な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付額 二人以上世帯 月額２０万円以内

単身世帯 月額１５万円以内

■貸付金交付 申請から交付まで、最短２０日

■貸付期間 原則３カ月以内

■据置期間 １年以内

■返済期間 １０年以内（１２０回以内）

■連帯保証人 不要

■利子 無利子

■対象者 新型コロナウィルスの影響を受け、

収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常

生活の維持が困難となっている世帯

※緊急小口資金と同時貸付は不可。

自立相談支援事業等による継続的な支援を受

けることが要件となる。

主に休業された方向け（緊急小口資金） 主に失業された方向け（総合支援資金）

【申込・問合せ先】杉並区社会福祉協議会
電話 ０３－５３４７－３１３４
相談受付時間 9:00～16:00（土日祝休み）
相談は、まず電話での予約をお願いします。


